
令和６年度当初予算　復活見積調書（部長）　 まちづくり協働部　

■一般会計 （金額：千円）

一財 一財 国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源 国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源

1 まちづくり協働課
国際交流等推進
費

草津市国際交流協会
運営補助金（人件費補
助）

草津市国際交流協会の人件費補
助について、残業代を補助対象し、
市の多文化共生推進プランに基づ
く事業を推進します。

令和６年４月　補助金交付決定
　　　　　　　　　事務員の時間外１２
０ｈ/年を見込む

令和７年３月　補助金精算
　　　　　　　　　時間外は実績に合
わせて精算

7,537 7,537 7,309 7,309 197 0 0 0 0 197 197 0 0 0 0 197

部長間調整により、
事業内容を確認し、
必要額を措置しまし
た。

2 まちづくり協働課
国際交流等推進
費

草津市・ポンティアック
市友好親善使節団派
遣事業

使節団を派遣することで、姉妹都市
であるポンティアック市との交流を
深めるとともに、使節団員を市民公
募することで、市民の姉妹都市交
流に関する意識の醸成を図りま
す。

令和６年５月　　　　　　　使節団員
公募
令和６年６月～１０月　　プログラム
等調整
令和６年１１月　　　　　　使節団派
遣

0 0 0 0 3,870 0 0 0 0 3,870 0 0 0 0 0 0
政策的な判断等を要
するため、市長査定
としました。

3 まちづくり協働課
コミュニティ活動
推進費

地域まちづくり一括交
付金

地域まちづくり一括交付金は、「事
業費」と「事務費」に区分され、地域
の裁量で弾力的に利用できる交付
金であり、使途の決定や事業の実
施にあたっては、住民のニーズを十
分に反映し、取り組むことができる
よう支援します。

・R6.4月　補助金交付決定
・R7.4～5月　額の確定

161,868 161,868 99,022 99,022 3,629 0 0 0 0 3,629 0 0 0 0 0 0
政策的な判断等を要
するため、市長査定
としました。

番号 所属名 事務事業名 項目 目的・効果 計画・スケジュール等
当初

見積額
内示額

復活
見積額

査定額
財　　　源　　　内　　　訳 査　　定

結　　果

財　　　源　　　内　　　訳



令和６年度当初予算　復活見積調書（部長）　 まちづくり協働部　

■一般会計 （金額：千円）

一財 一財 国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源 国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
番号 所属名 事務事業名 項目 目的・効果 計画・スケジュール等

当初
見積額

内示額
復活

見積額
査定額

財　　　源　　　内　　　訳 査　　定
結　　果

財　　　源　　　内　　　訳

4 まちづくり協働課
コミュニティ活動
推進費

地域課題解決応援交
付金

地域課題解決応援交付金は、地域
まちづくり計画に基づいた課題解決
や魅力発掘のための新規・継続事
業や取組事例として示す「担い手確
保」、「負担軽減」、「財源確保」の
解決に向けた新規事業に対する取
り組むことができるよう支援します。

・R6.4月　補助金交付決定
・R7.4～5月　額の確定

8,750 8,750 8,750 8,750 12,250 0 0 0 0 12,250 0 0 0 0 0 0
政策的な判断等を要
するため、市長査定
としました。

5 まちづくり協働課 市民活動推進費
草津コミュニティ支援
センター運営補助金

NPO、市民公益活動団体およびボ
ランティア等に対して活動場所の提
供、交流・連携、発展等に繋げるた
め、草津コミュニティ支援センターを
継続して運営できるよう支援しま
す。

令和６年４月　　　　　補助金交付決
定
令和７年.４月～５月　額の確定

5,831 5,831 1,532 1,532 4,299 0 0 0 0 4,299 0 0 0 0 0 0
政策的な判断等を要
するため、市長査定
としました。

6 まちづくり協働課
協働のまちづくり
条例推進費

協働チャレンジ事業

くさつラウンドテーブルなどを通じて
市民公益活動団体から協働事業の
提案があった際、協働事業を円滑
に進めるため、協働事業のチャレン
ジ枠として当該予算を活用し、協働
のまちづくりの推進につなげます。

①ラウンドテーブルStep1で関係課
とともに課題の共有（R5.11）
②ラウンドテーブルStep2で解決策
を検討（R6.2）
③ラウンドテーブルStep3で市民活
動団体から協働事業の提案
④関係課、提案団体、まちづくり協
働課で審査・調整（R6.4～5）
⑤協働事業の実施（R6.6～）

❶チャレンジオープンガバナンスで
のワークショップ（R5.10）
❷プロジェクトチームからの解決策
の提案（R5.12）
❸実現に向けての調整（R6.1～2)
❹協働事業の実施（R6.4～）

600 600 0 0 600 0 0 0 0 600 600 0 0 0 0 600

部長間調整により、
事業内容を確認し、
必要額を措置しまし
た。
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■一般会計 （金額：千円）

一財 一財 国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源 国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
番号 所属名 事務事業名 項目 目的・効果 計画・スケジュール等

当初
見積額

内示額
復活

見積額
査定額

財　　　源　　　内　　　訳 査　　定
結　　果

財　　　源　　　内　　　訳

7 まちづくり協働課
地域まちづくりセ
ンター整備費

笠縫東まちづくりセン
ター整備（R6年度分）

建築後、相当年数が経過し、施設
自体の老朽化が進んでいる笠縫東
まちづくりセンターの改築を進めま
す。

令和６年度　　改築工事
令和７年度　　改築工事、解体工
事、外構工事

214,061 52,061 0 0 189,902 0 0 143,900 0 46,002 0 0 0 0 0 0
政策的な判断等を要
するため、市長査定
としました。

8
笠縫東まちづくりセン
ター整備（R7年度分
債務負担）

建築後、相当年数が経過し、施設
自体の老朽化が進んでいる笠縫東
まちづくりセンターの改築を進めま
す。

令和６年度　　改築工事
令和７年度　　改築工事、解体工
事、外構工事

334,500 81,300 0 0 298,300 0 0 226,000 0 72,300 0 0 0 0 0 0
政策的な判断等を要
するため、市長査定
としました。

9 まちづくり協働課
地域まちづくりセ
ンター整備費

矢倉まちづくりセンター
整備

建築後、相当年数が経過し、施設
自体の老朽化が進んでいる矢倉ま
ちづくりセンターの改築を進めま
す。

令和６年度　　基本・実施設計業務 30,063 12,463 0 0 30,063 0 0 17,600 0 12,463 0 0 0 0 0 0
政策的な判断等を要
するため、市長査定
としました。



令和６年度当初予算　復活見積調書（部長）　 まちづくり協働部　

■一般会計 （金額：千円）

一財 一財 国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源 国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
番号 所属名 事務事業名 項目 目的・効果 計画・スケジュール等

当初
見積額

内示額
復活

見積額
査定額

財　　　源　　　内　　　訳 査　　定
結　　果

財　　　源　　　内　　　訳

10 まちづくり協働課
地域まちづくりセ
ンター整備費

山田まちづくりセンター
整備

建築後、相当年数が経過し、施設
自体の老朽化が進んでいる山田ま
ちづくりセンターの改築を進めま
す。

令和６年度　　基本・実施設計業務 30,765 13,165 0 0 30,765 0 0 17,600 0 13,165 0 0 0 0 0 0
政策的な判断等を要
するため、市長査定
としました。

11 まちづくり協働課
市民総合交流セ
ンター管理運営
費

市制施行７０周年記念
キラリエマツリ

市民総合交流センター指定管理者
と連携し、多様な活動の連携や市
民活動を促進するためのキラリエ
マツリに、オープニングセレモニー
や本市にゆかりのある方を招いた
イベント等を加え、市制施行７０周
年をPRします。

令和６年２月～　  キラリエマツリ実
行委員会にて打ち合わせ
令和６年７月６日　市制施行７０周
年記念キラリエマツリ実施

746 746 290 290 215 0 0 0 0 215 66 0 0 0 0 66

部長間調整により、
事業内容を確認し、
必要額を措置しまし
た。

12 市民課
戸籍住民基本台
帳事務管理費

戸籍システムクラウド
環境移行初期導入費
用

　令和３年１２月２４日に閣議決定され
た「デジタル社会の実現に向けた重点
計画」の中で、令和７年度末までに基
幹業務システムを利用する全ての地方
公共団体がガバメントクラウド上に構
築された標準準拠システムへ移行する
こととされました。
　しかし戸籍システムに関しては、草津
市および全国の約１２００の自治体が
富士フイルムシステムサービス株式会
社の戸籍システムを利用しており、ガ
バメントクラウドへ現段階で完全に移
行するのは困難です。そのため今回の
移行事業では富士フイルムシステム
サービス株式会社にてデータセンター
（既存の戸籍クラウドサービスを活用）
を構築し、ガバメントクラウドへデータ
連携を行うことで対応することになりま
した。
　システムの標準化に伴う業務に関し
ては、デジタル基盤改革支援補助金の
対象となる見込でしたが、今回の移行
作業にかかる経費は補助金の対象外
となることが判明したため一般財源で
再度要求を行います。

令和５年度～令和７年度末
　国が定める標準準拠システムへ
　の移行期間

令和７年２月～８月
　富士フイルムのデータセンターへ
　の移行作業
令和６年度末
　富士フイルムの標準準拠システ
ム
　のリリース
令和７年８月２８日（仮）
　標準準拠システム稼働

3,795 0 3,795 0 0 0 0 0 -3,795 3,795 0 0 0 0 -3,795 3,795

部長間調整により、
事業内容を確認し、
必要額を措置しまし
た。



令和６年度当初予算　復活見積調書（部長）　 まちづくり協働部　

■一般会計 （金額：千円）

一財 一財 国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源 国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源
番号 所属名 事務事業名 項目 目的・効果 計画・スケジュール等

当初
見積額

内示額
復活

見積額
査定額

財　　　源　　　内　　　訳 査　　定
結　　果

財　　　源　　　内　　　訳

13 市民課
戸籍住民基本台
帳事務管理費

戸籍制度改正および
マイナンバーカード業
務の手法変更等に伴
う業務増加対応（会計
年度任用職員新規３
名分）

　戸籍法の改正による令和６年３月１
日からの広域交付の実施に伴い、本
籍地以外でも戸籍謄本等を取得するこ
とができるようになります。ついては、
当市の戸籍謄本等の発行数の増加や
届書のデータ化に伴う事務の増加な
ど、事務量が著しく増加することが見込
まれることから、会計年度任用職員を
増員することにより、円滑な業務遂行
を図ります。
　また、マイナンバーカードの申請時に
市職員による本人確認を行うことで、
カードを郵送で受け取ることができるこ
とから、福祉施設等の利用者や外出困
難者に向けたカードの普及促進を図り
ます。
　これらの業務を会計年度任用職員で
対応することにより、正規職員がシステ
ム標準化や戸籍への振り仮名記載等
に対応する時間を確保することにもつ
ながります。

（戸籍制度改正）
令和６年３月１日～　戸籍証明書の
広域交付開始

（マイナンバーカードサポート事業）
〈想定スケジュール〉
４月～５月：職員研修期間・事業周
知期間
６月～Ｒ７.３月：事業実施期間

121,228 82,172 113,341 73,006 8,191 -1,278 0 0 0 9,469 8,191 -1,278 0 0 0 9,469

部長間調整により、
事業内容を確認し、
必要額を措置しまし
た。

部合計 919,744 426,493 234,039 189,909 582,281 -1,278 0 405,100 -3,795 182,254 9,054 -1,278 0 0 -3,795 14,127


